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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脂肪、タンパク質および炭水化物を含む組成物であって、前記炭水化物が総組成物の１
～１５ｗｔ％の範囲の食物繊維を含み、前記組成物が、硬度試験機中で２ｍｍ／秒の一定
試験速度でタブレットに水平に力をかけて試験する場合に１５Ｎ～２５０Ｎの硬度を有す
るタブレットの形態であり、前記食物繊維は少なくとも長鎖フルクトオリゴ糖を含む、組
成物。
【請求項２】
　脂肪、タンパク質および炭水化物を含む組成物であって、前記炭水化物が総組成物の１
～１５ｗｔ％の範囲の食物繊維を含み、前記組成物が、硬度試験機中で２ｍｍ／秒の一定
試験速度でタブレットに水平に力をかけて試験する場合に１５Ｎ～２５０Ｎの硬度を有す
るタブレットの形態であり、前記食物繊維は少なくともガラクトオリゴ糖を含む、組成物
。
【請求項３】
　４０℃において３５秒未満で９５％溶解する、請求項１または請求項２に記載の組成物
。
【請求項４】
　組成物の総重量に対して、７～２５ｗｔ％のタンパク質と、３０～７０ｗｔ％の炭水化
物と、１０～３０ｗｔ％の脂肪とを含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項５】
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　組成物の総重量に対して、８～１０ｗｔ％のタンパク質と、５５～６５ｗｔ％の炭水化
物と、１５～２５ｗｔ％の脂肪とを含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項６】
　前記脂肪が多価不飽和脂肪酸を含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項７】
　前記脂肪が、組成物の総重量に対して、少なくとも１ｗｔ％の多価不飽和脂肪酸を含む
、請求項１～６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項８】
　前記脂肪が、組成物の総重量に対して、少なくとも０．１ｗｔ％のＥＰＡもしくはＤＨ
Ａまたはそれらの混合物を含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項９】
　前記脂肪が、組成物の総重量に対して、１～５ｗｔ％のＥＰＡもしくはＤＨＡまたはそ
れらの混合物を含む、請求項１～８のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記食物繊維は、ガラクトオリゴ糖とフルクタンとの混合物を含む、請求項１～９のい
ずれか１項に記載の組成物。
【請求項１１】
　幼児用調合乳、乳児用ミルク、幼児用ミルクまたはフォーミュラおよびグローイングア
ップミルクからなる群から選択される、請求項１～１０のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１２】
　０～３６ヵ月の幼児の成長の食事管理のための、請求項１～１１のいずれか１項に記載
の組成物の使用。
【発明の詳細な説明】
【発明の概要】
【０００１】
[発明の分野]
　本発明は、溶解してから飲用するための固体の形態の栄養剤の分野にある。
【０００２】
[発明の背景]
　固体の形態、特にタブレットの形態の栄養剤には、消費者による使用が容易であるとい
う利点がある。たとえば、幼児用調合乳（milk formula）を調製する際、粉末をすくい上
げるのは難しく、さじ加減を間違えかつ／または粉末をこぼす可能性がある。したがって
、すぐに摂取される形式でない栄養調合乳のためのタブレットが必要とされている。タブ
レットはまた、簡便な製品（convenience product）であるので、使用が簡便でなければ
ならない。これは、タブレットが箱またはフローラップでの輸送および消費者による取扱
いに十分な強度を有するべきであると同時に、タブレットが十分に素早く溶解しなければ
ならない、即ち、相当する粉末フォーミュラ（formula）に匹敵するものでなければなら
ないことを意味する。栄養組成物を含むタブレットを調製する場合には、タブレットの硬
度および砕けやすさとタブレットの溶解度とのバランスを取ることが課題である。
【０００３】
　当技術分野において、タブレットを一般的に見ると、溶解速度は、発泡系、たとえば、
タブレットを素早く溶解するのに役立つ重炭酸塩を用いることによって対処されてきた。
しかし、このような系は、泡の形成、塩含有量の増加などのような多くの実際的な問題を
引き起こすので、食品組成物中には使用できない。他のアプローチは、粗な密度のような
特定の粉末の特徴、特定の遊離脂肪（free fat）含有量および圧縮環境を使用する。欠点
は、タブレットを製造するための加工可能性がかなり限られており、原価の増大を招く可
能性があることである。
【０００４】
　ＥＰ１０４８２１６は、幼児用調合乳（infant formula）に基づくタブレットを含むタ
ブレットを開示している。
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【０００５】
　ＥＰ１７６９６８２は、乳タンパク質を含有するタブレットであって、該タブレットが
特定の空隙率および遊離脂肪含有量を有するものを開示している。
【０００６】
　ＵＳ３，２４１，９７５は、乳製品から調製されたタブレットを開示している。
【０００７】
　したがって、本発明の発明者らは、栄養タブレットを調製するための代替手段を見出そ
うと試みた。
【０００８】
[発明の概要]
　乳タンパク質および脂肪を含む栄養組成物を含むタブレットの製造が困難であることは
、当技術分野で知られている。圧縮された幼児用調合乳および医療用食品（medical food
）をタブレットの形態で製造する際に本発明者らに要求される課題は、タブレットが素早
くかつ完全に溶解する必要がある一方で、タブレットが十分な硬度で、高い破壊強度を有
し、崩壊することも割れることもなく、パッケージまたはフローラップでの通常の取扱い
に耐え得るべきであることであった。したがって、栄養組成物を含むタブレット、特に主
成分としてタンパク質、脂肪および炭水化物を含むものを調製する際には、タブレットの
強度とタブレットの溶解度とのバランスを見出すことが課題である。
【０００９】
　驚くべきことに、発明者らは、タンパク質、脂肪および炭水化物を含む栄養タブレット
の溶解度および溶解速度を改善するために、栄養的に許容される成分として食物繊維を使
用できることを見出した。したがって、タブレットの形態の栄養組成物の調製に食物繊維
を使用する場合、タブレットが十分な硬度を有しながら、タブレットの溶解度が改善され
る。
【００１０】
[発明の詳細な説明]
　したがって、本発明は、脂肪、タンパク質および炭水化物を含む組成物に関し、炭水化
物が食物繊維を含み、組成物が、硬度試験機中で２ｍｍ／秒の一定試験速度でタブレット
に水平に力をかけて試験する場合に１５Ｎ～２５０Ｎの硬度を有するタブレットの形態で
圧縮されているものである。以下、これを、タブレットの形態の（本発明の）組成物と称
する。
【００１１】
　代表的な例１において、食物繊維を用いて調製されたフォーミュラは、食物繊維を含ま
ない全く同じフォーミュラと比較して、溶解度が改善されていることがわかる。
【００１２】
　また、他の例は、食物繊維が圧縮粉末の溶解度を改善することを示した。
【００１３】
　好ましい一態様において、本発明によるタブレットの形態の組成物は、タンパク質、脂
肪および炭水化物を含み、炭水化物は、組成物の総重量に対して、少なくとも１重量パー
セント（ｗｔ％）の食物繊維を含む。好ましくは、タブレットの形態の組成物は、総組成
物の１～１５ｗｔ％の範囲の食物繊維を含む。
【００１４】
　前述の通り、特に幼児用調合乳については、親が粉末製品を溶解させて１瓶の調合乳を
調製するのに慣れているが、溶解時間が非常に重要であり、好ましくは粉末製品と同様な
範囲である。好ましくは、溶解時間は、かき混ぜ時に６０秒以下である。したがって、本
発明は、栄養フォーミュラに、具体的にはタブレットの形態の幼児用調合乳またはタブレ
ットの形態の医療用食品の調製に特に好ましい。一態様において、本発明によるタブレッ
トの形態の組成物は、幼児用フォーミュラである。一態様において、本発明によるタブレ
ットの形態の組成物は、医療用食品である。
【００１５】



(4) JP 6336756 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

　本発明はまた、０～３６ヵ月の幼児の成長の食事管理のための、タブレットの形態の本
発明の組成物の使用に関する。本発明はまた、０～３６ヵ月の幼児の成長の食事管理の方
法であって、タブレットの形態の本発明の組成物を投与することを含む方法とも表現し得
る。また、本発明は、０～３６ヵ月の幼児の成長の食事管理に使用するための、タブレッ
トの形態の本発明の組成物とも表現し得る。本発明はまた、脂肪、タンパク質および炭水
化物を含む組成物の使用であって、栄養組成物を調製するために炭水化物が食物繊維を含
み、硬度試験機中で２ｍｍ／秒の一定試験速度でタブレットに水平に力をかけて試験する
場合に１５Ｎ～２５０Ｎの硬度を有するタブレットの形態であり、０～３６ヵ月の幼児の
成長の食事管理に使用するための使用とも表現し得る。
【００１６】
　本発明はまた、脂肪、タンパク質および炭水化物を含む圧縮粉末の溶解時間を改善する
ための食物繊維の使用であって、炭水化物が総組成物の１～１５ｗｔ％の範囲の食物繊維
を含む、使用に関する。
【００１７】
　硬度または破壊強度
　タブレットの硬度を試験するために使用される標準的な方法は、圧縮である。タブレッ
トを圧潰する２つの挟み冶具あごの部分（jaw）の間にタブレットを配置する。タブレッ
トにかかった力を測定する。これは、タブレットが砕けるときに検出される。好ましくは
、本発明によるタブレットは、Ｓｃｈｌｅｕｎｉｇｅｒ硬度試験機を使用する場合、１５
Ｎ～２５０Ｎの硬度を有する。Ｓｃｈｌｅｕｎｉｇｅｒ硬度試験機のホルダー上にタブレ
ットを水平に配置し、２ｍｍ／秒の一定試験速度でタブレットに水平に力をかける。好ま
しい一態様において、タブレットは、少なくとも１ｗｔ％の食物繊維を含み、２０Ｎ～２
５０Ｎの範囲の硬度を有する。食物繊維の使用によって溶解時間が短縮されるので、より
硬いタブレットを製造し得る。より硬いタブレットは、タブレットの輸送および取扱い中
により安定であるので、好ましい。したがって、タブレットのより好ましい硬度は、硬度
試験機中で２ｍｍ／秒の一定試験速度でタブレットに水平に力をかけて試験する場合、２
５Ｎ～２５０Ｎの範囲であり、３０Ｎ～２５０Ｎがさらに好ましい。
【００１８】
　タブレットを調製するための方法は、それ自体公知である。本発明によるタブレットの
形態の組成物は好ましくは、粉末を圧縮することによって調製される。当業者がタブレッ
トを調製するためのルーチン的な作業は、圧縮度に関連してタブレットの所望の強度を考
慮に入れて、粉末を圧縮することによる。
【００１９】
　食物繊維
　本発明によれば、全ての糖が、圧縮栄養粉末の溶解度を改善できるとは限らない。ＧＯ
ＳおよびｌｃＦＯＳを含む幼児用調合乳がラクトースを含む全く同じ製品と比較される例
１から明白である。この実験から、食物繊維ＧＯＳおよびｌｃＦＯＳはタブレットの溶解
時間を改善し得ることがわかる。好ましくは、本発明の組成物は、ガラクトオリゴ糖、ト
ランスガラクトオリゴ糖、フルクタン、フルクトオリゴ糖、長鎖フルクトオリゴ糖（ｌｃ
ＦＯＳ、たとえば、イヌリン）、短鎖フルクトオリゴ糖（ｓｃＦＯＳ）、キシロオリゴ糖
、パラチノースオリゴ糖、大豆オリゴ糖、ペクチン、ペクテート、アルギネート、シアロ
グリカン、フコイダン、フコオリゴ糖、および／または食物繊維の分解生成物からなる群
から選択される少なくとも１種の食物繊維を含む。より好ましくは、本発明による組成物
は、ガラクトオリゴ糖とフルクタンとの混合物を含む。
【００２０】
　タンパク質
　タブレットの形態の本発明の組成物は、タンパク質を含む。任意のタンパク質を、本発
明によるタブレットの形態の組成物に使用し得る。植物性タンパク質、動物性タンパク質
またはそれらの混合物は、等しく効果的である。しかし、好ましいタンパク質は、ホエー
タンパク質であり、その量は、タンパク質の総重量に対して、少なくとも２０ｗｔ％、よ
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り好ましくは５０ｗｔ％、タンパク質の総重量に対して、さらに好ましくは少なくとも５
５重量％（ｗｔ％）、さらに好ましくは５５～７５ｗｔ％である。タンパク質には、全て
の窒素源、たとえば、遊離アミノ酸、加水分解物および損傷のない状態のタンパク質が含
まれる。
【００２１】
　本発明の好ましい一態様において、タブレットの形態の組成物は、比較的多量のタンパ
ク質を含み、好ましくは、タブレットの形態の組成物の総カロリーに対して少なくとも８
％、より好ましくは、タブレットの形態の組成物の総カロリーに対して８～７０％がタン
パク質に由来する。最も好ましい一態様において、タンパク質は、吸収の速いタンパク質
、たとえば、ウシホエータンパク質またはタンパク質加水分解物である。タブレットの形
態の本発明の組成物は、好ましくは７～２５ｗｔ．％、より好ましくは８～１０ｗｔ．％
のタンパク質を含む。
【００２２】
　栄養組成物
　タブレットの形態の幼児用フォーミュラ
　本発明による用語「幼児用フォーミュラ」は、月齢３６ヵ月未満のヒト対象、より好ま
しくはヒト乳幼児に、完全な１日栄養所要量を与えるためのグローイングアップミルク（
growing up milk）および乳児用ミルク（follow on formula）を含むことを意味する。
【００２３】
　タブレットの形態の本発明の組成物は、栄養組成物であり、好ましくは可消化炭水化物
を含む。好ましい可消化炭水化物は、ラクトース、グルコース、スクロース、フルクトー
ス、ガラクトース、マルトース、デンプンおよび麦芽デキストリンである。ラクトースは
、ヒト乳汁中に存在する主な可消化炭水化物である。タブレットの形態の本発明の組成物
は好ましくはラクトースを含む。タブレットの形態の本発明の組成物は、好ましくは３０
～７０ｗｔ．％、より好ましくは４０～６５ｗｔ．％の可消化炭水化物を含む。タブレッ
トの形態の本発明の栄養組成物は好ましくは可消化炭水化物を含み、可消化炭水化物の少
なくとも３５ｗｔ．％、より好ましくは少なくとも５０ｗｔ．％、より好ましくは少なく
とも７０ｗｔ．％がラクトースである。タブレットの形態の本発明の組成物は好ましくは
、少なくとも３０ｗｔ．％、好ましくは少なくとも４０ｗｔ．％のラクトースを含む。総
カロリーに対して、組成物は好ましくは、可消化炭水化物に由来するカロリーを３０～６
０％、より好ましくは４０～６０％含む。
【００２４】
　タブレットの形態の本発明の組成物は、脂肪を含む。好ましくは、タブレットの形態の
本発明の組成物の脂肪は、組成物の総カロリーの３５～６０％を提供し、好ましくは、脂
肪は総カロリーの４０～５０％を提供する。タブレットの形態の本発明の組成物は好まし
くは、１０～４０ｗｔ．％、好ましくは１２．５～３０ｗｔ．％、より好ましくは１５～
２５ｗｔ．％、またはより好ましくは１９～２５ｗｔ．％の脂肪を含む。
【００２５】
　好ましくは、脂肪は、必須脂肪酸、α－リノレン酸（ＡＬＡ）、リノール酸（ＬＡ）お
よび／または長鎖多価不飽和脂肪酸（ＬＣ-ＰＵＦＡ）を含む。ＬＣ-ＰＵＦＡ、ＬＡおよ
び／またはＡＬＡは、遊離脂肪酸として、トリグリセリドの形態で、ジグリセリドの形態
で、モノグリセリドの形態で、リン脂質の形態で、または前記の１種以上の混合物として
提供し得る。好ましくは、タブレットの形態の本発明の組成物は、ナタネ油（たとえば、
セイヨウアブラナ油、低エルカ酸ナタネ油およびキャノーラ油）、高オレイン酸ヒマワリ
油、高オレイン酸ベニバナ油、オリーブ油、魚油（marine oil）、微生物油、ココナッツ
油、パーム核油および乳脂肪からなる群から選択される少なくとも１種の、好ましくは少
なくとも２種の脂質源を含む。
【００２６】
　タブレットの形態の本発明の組成物は好ましくは、前述のような範囲の脂肪、タンパク
質および可消化炭水化物を含む。タブレットの形態の本発明の組成物は好ましくは、完全
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な栄養組成物となるように、他の部分、たとえば、ビタミン、ミネラル、微量元素および
他の微量栄養素を含む。好ましくは、タブレットの形態の組成物は、幼児用調合乳、乳児
用ミルク、幼児用ミルク（toddler milk）またはフォーミュラおよびグローイングアップ
ミルクからなる群から選択され、より好ましくは幼児用調合乳および乳児用ミルクからな
る群から選択される。幼児用調合乳および乳児用ミルクは、国際的な通達によるビタミン
、ミネラル、微量元素および他の微量栄養素を含む。
【００２７】
　好ましくは、脂肪は、タブレットの形態の組成物の総カロリーの３５～６０％を提供し
、タンパク質は、タブレットの形態の組成物の総カロリーの５～１５％を提供し、可消化
炭水化物は、タブレットの形態の組成物の総カロリーの３０～６０％を提供する。好まし
くは、タブレットの形態の本発明の組成物は、組成物の総カロリーの４０～５０％を提供
する脂質と、組成物の総カロリーの６～１２％を提供するタンパク質と、組成物の総カロ
リーの４０～６０％を提供する可消化炭水化物とを含む。総カロリー量は、タンパク質、
脂質および可消化炭水化物からのカロリーの和によって決定する。
【００２８】
　好ましくは、本発明によるタブレットの形態の組成物は、組成物の総重量に対して、７
～２５ｗｔ％のタンパク質と、３０～７０ｗｔ％の炭水化物と、１０～３０ｗｔ％の脂肪
とを含む。好ましくは、本発明によるタブレットの形態の組成物は、組成物の総重量に対
して、８～１０ｗｔ％のタンパク質と、５５～６５ｗｔ％の炭水化物と、１５～２５ｗｔ
％の脂肪とを含む。
【００２９】
　タブレット形態の医療用食品
　別の好ましい態様は、タブレット形態の医療用食品である。医療用食品は、脂肪、炭水
化物、タンパク質ならびにビタミンおよびミネラルを含む完全な栄養製品であることがで
きる。比較的少量または不均衡な量で成分を含む栄養補助食品も、本発明の一部である。
【００３０】
　医療用食品に関連する特異的な問題は、それらが比較的多量の不飽和脂肪酸を含有する
ことである。これらの脂肪酸は、組成物中の酸素の存在によりおよび／または組成物の滅
菌に必要な高温により酸化することが知られている。酸化は一般に、製品の保存寿命を大
きく決定する、食品業界における課題の１つである。多価不飽和脂肪酸の酸化は、脂肪酸
の栄養価も減少させる。脂肪酸の酸化はフリーラジカルを生じさせることが知られており
、フリーラジカルはがんおよび他の変性疾患の発症に関与すると考えられている。本発明
者らは、栄養製品が脂肪を含み、その脂肪が少なくとも部分的に多価不飽和である脂肪酸
、たとえば、リノール酸、ＥＰＡ、ＤＨＡまたはＡＡを含む場合、これらの脂肪酸の酸化
は、組成物がタブレットの形態であると、大幅に防止できることを発見した。したがって
、本発明によるタブレットの形態の好ましい組成物は、多価不飽和脂肪酸（ＰＵＦＡ）を
含む。好ましくは、タブレットの形態の組成物は、少なくとも１ｗｔ．％の多価不飽和脂
肪酸を含む。特に、ＥＰＡおよびＤＨＡは、酸化に対する感受性が非常に高い。したがっ
て、本発明による好ましい一態様において、タブレットの形態の組成物は、組成物の総重
量に対して少なくとも０．１ｗｔ％、さらに好ましくは、組成物の総重量に対して０．１
～５ｗｔ％のＥＰＡもしくはＤＨＡまたはそれらの混合物を含む。
【００３１】
　少なくとも１ｗｔ％の脂肪酸がＥＰＡもしくはＤＨＡまたはそれらの混合物として存在
すると、ＰＵＦＡの酸化が風味にとって特に問題となることがわかった。ＥＰＡまたはＤ
ＨＡの市販製剤は、ビタミンＥの添加によって、酸化から保護されていることが多い。Ｅ
ＰＡまたはＤＨＡを含有する栄養製品の魚のような異味は、組成物が、組成物の総乾燥重
量に対して、約１ｗｔ％超のＥＰＡまたはＤＨＡを含有する場合に特にひどい。したがっ
て、本発明による好ましい一態様において、タブレットの形態の組成物は、タンパク質、
脂肪および炭水化物を含み、脂肪は、組成物の総重量に対して、少なくとも１ｗｔ％、よ
り好ましくは少なくとも１．２ｗｔ％、さらに好ましくは少なくとも１．５ｗｔ％のＥＰ
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ＡもしくはＤＨＡまたは両者を、かつ好ましくは、組成物の総重量に対して５ｗｔ％以下
のＥＰＡもしくはＤＨＡまたはそれらの混合物を含む。タブレットを、たとえば、当技術
分野において知られているフィルムコーティング技術によってコーティングする場合、空
気からの酸素の透過がさらに減少し、結果として不飽和脂肪酸の酸化がさらに減少する可
能性がある。したがって、好ましい一態様において、本発明によるタブレットの形態の組
成物は、コーティングが施されている。栄養タブレットに好適なコーティングは、当業者
に知られている。
【００３２】
［実施例］
　例１
　この例においては、特定の溶解時間において、本発明によるタブレットの形態の組成物
（有効物質（active））対対照の再構成（reconstitution）を測定した。有効物質は、食
物繊維７．９ｗｔ％を含み、かつガラクトオリゴ糖および長鎖フラクトオリゴ糖（ＧＯＳ
／ｌｃＦＯＳ）を含む混合物である幼児用調合乳であった。対照は、ＧＯＳ／ｌｃＦＯＳ
を含まない同じフォーミュラである。
【００３３】
　タブレットは、以下のようにして調製した。ダイを、秤量ツール上に載せ、化学てんび
ん上に載せ、所定の量の粉末（有効物質は５．０ｇ、対照は４．６ｇ）をダイ中に秤取し
た。十分な粉末を加えたら、ダイの上にダイの蓋を載せた。ダイをひっくり返し、粉末の
抵抗が感知されるまで、打抜機に若干の圧力を加えた。ダイを、手動タブレット成形機中
に入れた。トルクレンチを、適正な量の適用エネルギー（ニュートンメートル（Ｎｍ））
に設定し、手動タブレット成形機の上部に配置した。この例において、適用エネルギーは
、１２ニュートンメートルであった。トーチレンチの助けを借りて、所定の量のエネルギ
ーが適用される瞬間まで打抜機を下ろした。タブレット成形機のスクリューを反対方向に
回転させ、それによってダイを取り外すことができた。ダイをひっくり返し、蓋を取り外
した。ピストンをダイの内側に押し込むことによって、タブレットを放出した。
【００３４】
　以下の方法を、再構成の決定に用いた：
　・２４０ｍｌのボトルに４０℃の水９０ｍｌを充填し、
　・３個のタブレットをボトル中に入れ、ボトルを閉じ、
　・ボトルを、ボトルシェーカー中に入れ、指示された時間（１０～６０秒）の間振り、
　・ボトルの内容物を、メッシュサイズ６００μｍの篩上で篩にかけ、
　・さらなる分析のためにミルクを収集し、
　・ボトルを４０℃の水１８０ｍｌで２回すすぎ、篩に流し込み、篩を通過した流体を廃
棄し、
　・全ての篩の写真を撮った。
【００３５】
　全ての試料を４０℃の水を用いて、１０秒から６０秒までの異なるシェイク時間で試験
した。収集した（最初の）ミルクを用いて、乾物含量を測定した。
【００３６】
　乾物量：
　乾物含量を、「Ｍｏｎｊｏｎｉｅｒ」法の助けを借りて分析した。再構成度を、下記式
で算出した：
　再構成（％）=（篩にかけたミルクの乾物含量％／十分に分散させた試料の乾物含量％
）＊１００。
【００３７】
　図１は、再構成に対するタブレット中の食物繊維の影響を示す。
【００３８】
　結果から、Ｓｃｈｌｅｕｎｉｇｅｒ硬度試験機を用いて２ｍｍ／秒の一定試験速度でタ
ブレットに水平に力を加えて測定した場合に硬度が１５Ｎ～３０Ｎであるとき、食物繊維
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を含むタブレットは、食物繊維を含まない組成物よりも、溶解時間がはるかに短く、再構
成が良好であることがはっきりとわかる。９５％の再構成を、十分に溶解されたとみなす
。
【００３９】
　例２
　再構成に関する、食物繊維を含む医療用食品粉末と、食物繊維を含まない医療用食品粉
末との比較。
【表１】

【００４０】
　タブレット（食品は医療用食品である）は例１に記載したようにして調製した。繊維を
除く全ての成分を一定に保った。タブレットの硬度は１６Ｎであった。この組成物中の繊
維は、大豆オリゴ糖、難消化性デンプン、イヌリン、アラビアガム、セルロースおよびオ
リゴフルクトースを含む。結果から明白であるように、２０秒の時点における再構成は、
繊維含有製品では、対照製品と比較してはるかに高かった。６０秒の時点でも、再構成は
有効物質では９８％、対照製品では９１％と、両者間に関連した差が認められた。
【００４１】
　例３
　再構成に関する、ガラクトオリゴ糖およびイヌリンを含む幼児用調合乳と、ガラクトオ
リゴ糖およびイヌリンを含まない幼児用調合乳との比較。



(9) JP 6336756 B2 2018.6.6

10

20

【表２】

【００４２】
　タブレットは、例１に記載したようにして調製した。タブレットの硬度は、１５～１６
Ｎであった。この例において、ＧＯＳ／イヌリンを含むこの幼児用調合乳と、ＧＯＳ／イ
ヌリンを含まないこの幼児用調合乳とを比較した場合に、溶解に対する特に強い効果が測
定された。また、６０秒の時点において、対照の溶解がわずか８２％であったのに対して
、有効物質の溶解は９７％であった。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】図１は、再構成に対するタブレット中の食物繊維の影響を示す。
【図１】
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